
地域の現状
現時点では、規制が必要な店舗は⾒当たりませ

んが、商業地の⼀部では、⾵俗店等の建築規制が
定められておらず、建築が可能です。

地域の意⾒

・⼩学校が近いので、ふさわしくない⽤途は、規制し
ておいた⽅が良い

地域の現状
敷地を細分化し、狭い敷地にしている事例が増

えています。

地域の意⾒
・特に⽕災などの防災⾯において、必要なルールである

地域の現状

狭い敷地の⽬⼀杯に住宅が建てられて、隣棟間
隔が⼗分に取られていない事例がみられます。

地域の意⾒
・隣家の壁⾯から距離を空けることにより、密集化を防
ぎ、避難空間を確保できるのではないか

・防災⾯だけでなく、⾵通しやプライバシーの⾯でも⽣
活環境が良くなると思う

地域の現状
⽼朽化が進んだ背の⾼いブロック塀があり、地震

で倒壊する恐れがあります。

地域の意⾒
・地震時の避難路の確保、⼈への被害を防ぐためにも
必要だと思う
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今後、規制の対象とする⽤途 安全な避難路を確保する
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（壁⾯後退例）

ゆとりある住宅地を形成する
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建替え可能

（敷地の細分化例）

地域にふさわしい住環境を維持する

商業地のみ適⽤

地区全体に適⽤

住宅地のみ適⽤

地区全体に適⽤

地区の範囲（上落合⼆丁⽬（⼀部）・ 上落合三丁⽬）

住宅地 商業地

新たな建替えルールの趣旨 ・⽬的

上落合中央 ・ 三丁⽬地区は、 地元
町会が中⼼となり災害に強いまち、 そし
て住み続けられるまちを⽬指して活動を
しています。

この新たな建替えルール（地元案）は、
地域住⺠が⽇頃から感じている地域の
問題点を改善し、 また、 将来起こり得る
問題を未然に防ぎ、 より良い住環境を
実現するための新たなルールです。

より良い住環境を実現するための、新たな建替えルール（地元案）
上落合中央・三丁⽬地区まちづくりの会


